
第２次広島県再犯防止推進計画骨子案（たたき台）(意見と対応)

番号 意見 県の考え方・対応

1 P1 3  犯罪をした者の現状

○再犯者数及び再犯率
○Ｒ５再犯者の罪種内訳
○犯罪時の就業状況
〇前刑出所時の帰住先

データの出典の記載をお願いします 骨子案にデータの出典を追記します。

2 P3
４現行計画の振り返り
（３）主な取組と成果指標の検証

Ⅰ社会の理解促進・支援基盤の強化
（ⅰ）社会の理解促進
「国側も市町のどの窓口に相談していいか分からな
い、市町側も窓口に相談に来た者の対応について国に
問い合わせるケースがあるなど、国と市町の連携体制
が課題。」

本表現では、現時点で連携体制が全くできていない印象を与えるため、「連携体制」
を「更なる連携体制の構築」に修正が適当と思料します。

支援が必要な出所者等について、市町との連携には課
題も多いと認識しており、原案のとおり記載します。

3

Ⅱ生活上の基本ニーズの確保・回復
（ⅱ）保健医療・福祉サービスの利用支援
指標名「センターによる福祉等の利用調整１年後の地
域定着率」

評価・課題にあるとおり、その数値としても波が生じるものと考える。また、支援内
容は一律のものではなく、対象者に応じて多様な支援が必要となるものである。この
ような事情を踏まえながらも、再犯・行方不明になったケースについて、支援内容に
関する振り返りをする必要がある。また、当該支援内容に関する振り返りの中では、
どのような機関と連携できたか、といった視点も必要と考える。
また、「１年後の地域定着率」のみではなく、複数年後の地域定着率も見てみる必要
があると考える。

「地域生活定着支援センターによる福祉等の利用調整
１年後の地域定着率」については、お見込のとおり、
波が生じるものと考えられるため、３年平均で、地域
定着率を見ております。
また、再犯・行方不明になったケースの支援内容に関
する振り返りについて、引き続き、司法機関との連携
により、再犯理由等の聴取や類似ケース等の情報共有
等を図り、支援内容に関する振り返りや効果検証を
行っていきます。
「１年後の地域定着率」のみでなく、複数年後の地域
定着率を確認する件については、データがないため、
今後も、「１年後の地域定着率」を指標とさせていた
だきたいと考えています。

4
Ⅲ社会参画の実現
（ⅰ）就労に向けた支援
指標名「県が就労支援した者の就労継続率」

３ヶ月後就労継続率のみではなく、６ヶ月、１年なども調査し、また、離職した場合
におけるその要因（調査に限界はあるものの）も調査してみてはいかがであろうか。

３か月継続者はその後も就労継続する傾向にあること
から「３か月後就労継続率」を設定しています。その
ため、現状の指標を踏襲して参ります。

5
Ⅲ社会参画の実現
（ⅰ）就労に向けた支援
評価・課題

就労支援に関して、「障害が認定されていなくても発達障害など何らかの障害があり
支援当初から福祉に繋ぐべきだった者」がいたという事例の報告があるとおり、ミス
マッチがあった場合における、雇用主・対象者いずれからも相談できる体制があれば
より早期にマッチする支援に方針転換できるのではないだろうか。

県から委託している就労支援事業業務において、引き
続き事業対象者の職業適性の見極めや支援ニーズの把
握等を通じ、対応してまいります。

6 P6
６次期計画の方向性
（１）刑事司法機関及び市町が連
携した地域の息の長い

罪を犯した者の支援に際しての国と市町の連携不足と
いう現状や国の再犯防止推進計画で明確化された域内
のネットワーク構築という「県の役割」を踏まえ、県
が主体となって刑事司法機関と市町の福祉部局の連携
を強化するため、市町における支援策検討時に刑事司
法機関を参画させるなど、地域における息の長い復帰
支援の体制整備に取り組む。

本表現では、現時点で適切に業務を行っていない印象を与えるため、「連携不足とい
う現状」を「更なる連携強化が求められている現状」に修正が適当と思料します

支援が必要な出所者等について、市町との連携には課
題も多いと認識しており、原案のとおり記載します。

7

「更生保護法の改正により、これまで県が就労支援の
対象にしていた者についても、国の支援が可能となっ
たが、今後、国が支援範囲を広げるかについては、現
在のところ未定である。（法務省には個別協議を通じ
て要望済）」

「未定」というのは、法務省からの回答でしょうか？要望したものの未回答という趣
旨であれば、「～については、現在のところ未定である。（法務省には個別協議を通
じて要望済）」を、「～については不明であるが、法務省には個別協議を通じて支援
範囲の拡大について要望している。」に修正が適当と思料します。

国の支援範囲の拡大については、「検討する」と回答
があったことから、原案のとおり記載します。

8

法改正により、これまで県が就労支援の対象としてい
た者についても国の支援が可能となったが、今後、国
が支援範囲を広げるかについては、現在のところ未定
である。(法務省に個別協議を通じて要望済)

勾留中の被疑者の特性と就労支援のスピード性からその就職支援は、検察庁が従事す
るのがより有効と思料するので、現行どうりで願いたい。

引き続きスピード感を持って対応できるよう、国と調
整を図って参ります。

9

Ⅰ社会の理解促進・支援基盤の強化
（ⅱ）支援基盤の強化
刑事司法機関及び市町が連携した地域における息の長
い復帰支援の推進（新規）

（修正）
刑事司法機関及び市町の福祉事務所、地域包括支援センター、障害者基幹相談支援事
業所等が連携した地域における息の長い復帰支援の推進

骨子案を一部修正します。

10
Ⅰ社会の理解促進・支援基盤の強化
（ⅱ）支援基盤の強化
民間ボランティアの確保・育成

具体的な取組として、
・保護司の安全な面接場所の確保
・保護司活動に対する職専免の適用への理解促進　
　　を盛り込んで欲しい。
※保護司の自宅では、保護観察の面接が困難なケースがあり、対象者の立ち直りのた
めにも、保護司が安心して面接できる場所の確保が重要であり、対象者の人権や時間
的な都合にも配慮しながら、公民館など公共施設が利用できる環境を整えていく必要
がある。
※現役世代の保護司活動に係る環境整備の必要性に鑑み、地方公共団体の現職職員で
ある保護司の職務専念義務の免除について御理解と御協力をいただきたい。

意見を踏まえ、素案を検討して参ります。

11
Ⅱ生活上の基本ニーズの確保・回復
ⅰ住居の確保
・地域における居住支援体制の推進（拡充）

刑余者を受け入れてくれる空室の民間住宅の開拓が本県の西部、東部とも必要であ
る。
※改正更生保護法の施行（2024年１０月）による刑余者の施設内処遇から「地域内処
遇」への転換、改正刑法の施行（2025年6月）による複数回の再犯の場合の「再度の
執行猶予」への転換、判決における更生支援計画を評価し、「更生支援計画が策定さ
れているので…」「懲役〇年、執行猶予〇年、保護観察付の地域内処遇とする」。執
行猶予付き、保護観察付きでの地域ケアに転換している。
そのため、三士会の更生支援計画の会議での報告では、執行猶予付きで釈放される者
が増えてきている。また、服役の満期終了の場合も地域生活への移行支援として保護
観察所、刑務所からの居住支援依頼が増えている。
　それにより、家賃債務保証保険の審査には通らない人を受け入れてくれた約１０棟
の家主の住宅が満杯になりつつある。

意見を踏まえ、素案を検討して参ります。

区分

P4 
４現行計画の振り返り
（３）主な取組と成果指標の検証

P6
６次期計画の方向性
（３）就労に係る幅広い相談窓口
の設置

P7
７ 次期計画の骨子（案）について
（３）施策体系と取組の方向性
　　イ　取組の方向性


